
 

子育て支援拠点施設の整備と子育て支援の取組の推進について 

 

１ 子育て支援拠点施設について 

（１）市では、平成２８年度及び２９年度に「あきる野ルピア」２階を子育て支援拠点施 

設として整備し、妊娠期から出産、子育て期に至るまでの切れ目のない支援を行って 

います。 

（２）拠点施設には、平成２９年２月２７日から「子ども家庭支援センター」等を順次配

置し、４月１日には「母子保健担当窓口」も設置して、「子育て支援総合窓口」と合わ

せて「子育て世代包括支援センター」の機能も整いました。現在、下図のような体制

となり、相互に連携し、子育て世代の多様なニーズにワンストップで対応しています。 

（３）拠点施設の愛称は「あきる野子育てステーションここるの」として、多くの方に親

しみをもって、ご利用いただいており、１０月には「子育てひろば ここるの」をオ

ープンし、平成３０年４月からは、子育てひろばの隣に乳幼児一時預かりスペースを、

また、公立阿伎留医療センターに「秋川流域病児・病後児保育室」を開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 秋川流域病児・病後児保育室の開設について 

（１）あきる野市、日の出町及び檜原村の秋川流域３市町村が連携し、広域利用するため

「公立阿伎留医療センター」の敷地内に整備した保育室を、平成３０年４月に開設しま

す。 

（２）保育室を利用できる児童は、生後６か月から小学校３年生までで、秋川流域３市町 

村では８，３８２人います。利用者は１年間で 

約６００人を見込んでいます。 

（３）この事業を実施することで、保護者の子育 

てと就労等の両立を支援するとともに、児童の 

健全な育成に寄与することができます。 

（４）病院の敷地内に保育室を設置することで、 

医師の巡回や看護師の配置が効率的で、緊急時 

にも速やかに対応できるなど利用者の安心感に 

もつながります。 
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